
　派遣料金については、派遣会社により多少の違いはありますが、概ね下の図のような内訳になっています。
　一番多くを占めるのが派遣スタッフの給与です。次いで、派遣会社が派遣スタッフの雇用主として負担する労
災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料となります（注１）。
　また、派遣スタッフが有給休暇を取得する際に、休暇期間については派遣先に対する料金請求はできません
が、派遣会社としては、派遣スタッフの雇用主として賃金の支払が生じるため、その引当分としての費用が含ま
れています。
　なお、派遣先の倒産や料金不払いにより派遣料金が回収されない場合でも、派遣会社は派遣スタッフに対して
賃金を支払う義務を負っています。
　その他、派遣会社の営業担当者やコーディネーターなどの人件費、オフィス・登録センター賃借料、募集費用
等をはじめとする諸経費がかかることから、これらすべてを差し引いた残りが派遣会社の営業利益（注2）
となります。

派遣料金の仕組みについてご説明します
「マージン率など情報提供」

●派遣労働者数　　　　人 ●派遣先事業所数　　　　社

●教育訓練に関する事項（実績）

注1　所得税や社会労働保険料の個人負担分等については、派遣会社が派遣スタッフの皆様に代わって国や自治体に納付
するため、皆様にはそれらを差し引いた金額を給与としてお支払いします。

注2　上記の営業利益を含む各割合は、派遣事業にかかる部分のみの割合となっており、弊社の行うその他の事業分は含まれておりません。

社会保険料
（会社負担分）

営業利益
派遣会社諸経費

スタッフ有給休暇費用

スタッフ賃金

派遣料金の内訳

派遣スタッフの皆様へ

2019 年 6 月現在

マージン

●労働者派遣に関する料金額の平均額

（1日8時間あたり）

（1日8時間あたり）

●派遣労働者の賃金額の平均日額

174317

28.3％

71.7％

2.0％

3.1％
15.1％

8.1％

11,644 円

9,016 円

・ 新規採用者基礎研修（マナー研修含む）
・ 配置前基礎研修（マナー研修含む）
・ 作業技能スキルアップ研修
・ ALT教授技能スキルアップ研修
・ ワークスタイル多様化研修 シスタちゃん


